
－ 1 － 

 

 

 

 

片倉製糸の九州地方における貨物自動車輸送 
 

専修大学 髙梨 健司 

 

目    次 

 

１．はじめに ·······························································  2 

２．片倉製糸の九州地方工場別貨物自動車購入と輸送 ··························   3 

 ① 大分製糸所（所在地：大分県大分市） ···································  3 

 ② 宇佐製糸所（所在地：大分県宇佐郡北馬城村、1955 年宇佐町に編入）·······  6 

 ③ 鳥栖製糸所（所在地：佐賀県三養基郡鳥栖町） ···························  7 

 ④ 小城郡是製糸所（所在地：佐賀県小城郡小城町） ·························  9 

 ⑤ 熊本尾沢製糸所（所在地：熊本県熊本市田崎町） ························  11 

 ⑥ 長崎製糸株式会社（本社所在地：長崎県北高来郡諫早町） ················  12 

 ⑦ 薩摩製糸株式会社（本社所在地：鹿児島県鹿児島市原良町） ··············  15 

３．おわりに ······························································· 22 

 

編集後記 ··································································· 28 

 

専修大学社会科学研究所月報 
 ISSN0286-312X 

No. 525 

2007. 3. 20 



－ 2 － 

１．はじめに 

 

本稿の課題は、第 1 に片倉製糸が昭和初期に九州地方において展開した貨物自動車輸送を、

輸送手段の保有と利用の実態分析を中心に同社各製糸工場別に究明することである。 

片倉製糸は、昭和恐慌期に特約取引による原料繭調達体制を確立しており(1)、東日本及び中

国・四国地方において、繭特約取引に伴う特約養蚕組合産繭を初めとする各種物資の輸送には、

トラックを活用していたことが既に明らかとなっている(2)。九州地方において、片倉製糸が既

に 1927 年末に貨物自動車を備付けていた製糸工場（直系工場、傍系工場共）に関しては、宇佐

製糸所 1 台、大分製糸所 1台、鳥栖製糸所 3 台、小城郡是製糸所 1台、熊本尾沢製糸所 1 台、

長崎製糸株式会社（諫早工場）2 台、薩摩製糸株式会社 3 台（鹿児島工場 2 台、宮之城工場 1

台）、合せて 12 台を確認することができる(3)。その後の片倉製糸諸工場の新車購入や買替え等

について、本稿において詳細に明らかにする予定である。なお、トラック輸送にあたっては、

明らかにし得る限り片倉製糸の自家用貨物自動車輸送とトラック運送業者の提携及び傭車から

自家用貨物自動車輸送への転換要因についても言及したい。 

本稿の第 2 の課題は、片倉製糸（郡是製糸所と共に）の高級糸市場独占期(4)にトラック主軸

の短・近距離輸送と鉄道による長距離輸送を中心に、近代的貨物輸送体系を構築していたこと

を明らかにすることである。なお、トラック輸送と鉄道輸送以外に、片倉製糸では製糸工場に

よっては、海上運送を行っており、この輸送方法についても具体的に考察する予定である。 

近代日本交通史研究は、鉄道中心に道路、海運、内陸水路、航空の各分野において成果をあ

げてきた(5)。但し、道路交通史研究の中で、トラック輸送に関する研究は少数にとどまり、特

に戦前期の個別企業（通運企業を除く）を対象として、自家用貨物自動車輸送の実証的研究は、

管見の限り、片倉製糸の東日本及び中国・四国地方における貨物自動車輸送を同社製糸工場別

に究明した、上記拙稿を除くと、皆無であるといえよう。 

交通機関の中で、トラック輸送は、鉄道の補助機関から脱して、昭和 2、3年頃より鉄道と競

合する近距離輸送に大いに進出し、一部には 2 トン積以上の「中級車」による長距離輸送も出

現するようになる(6)。1930 年に国鉄と競合する貨物自動車輸送量（全国）のうち、輸送距離が

100 ㎞未満の輸送が全体の 93％に達し、50 ㎞未満輸送に限っても全体の 74％を占めていたので

ある(7)。同年鉄道と貨物自動車の競合によって生じた鉄道運賃減収額を品目別に見積ると、繭

類は、数量順位とは大きく異なり、首位の雑貨 73 万円に次ぐ、第 2位の 44 万円にのぼり、魚

介類 38 万円、米 26 万円、野菜類 26 万円、木材 22 万円、肥料 18 万円等を上回る(8)。魚介類や

野菜類といった生鮮食料品同様、品質保持が重視される繭類は、特定貨物（従って、雑貨品類

を除く）に限定すれば、貨物自動車輸送の最も重要な貨物であったことが窺い知れよう。静岡



－ 3 － 

県下の自動車営業組合（清水警察署管内）の「貨物自動車賃金表」によると、運送貨物を一級

品（貴重品扱）、二級品（急送品扱）、三級品（一般貨物）、四級品に区分しており、生繭は、鮮

魚、青物、散果物などと共に二級品（急送品扱）に属していた(9)。 

また、1930 年に鉄道輸送から貨物自動車に転換したと見做される繭類 9万 8千トンを理由別

に分類すると、鉄道と比較して運送費が安く、運送時間も短いという理由が首位の 3 万 9 千ト

ン（40％）を占め、他の理由を大きく引き離していた。即ち、第 2位以下の理由が運送時間が

短く、貨物の取扱いが容易（1万 4千トン、14％）、運送費が安い（1 万 1千トン、11％）、運送

時間が短い（1万トン、11％）、運送費が安く、貨物の取扱いが容易（8千トン、9％）と続く(10)。

鉄道輸送から貨物自動車輸送への転換理由の第 1 位は、主要貨物と繭類共同一であるが、繭類

は、主要貨物（28％）に比べ、12 ポイン高いという特徴をもつ。繭類の荷主が貨物自動車輸送

に求める最大の要因は、機動力を武器に迅速な輸送と低廉な運送費にあったことがわかる。 

 

２．片倉製糸の九州地方工場別貨物自動車購入と輸送 

 

第 1 表によって、片倉製糸の、九州地方における個別工場（直系工場、傍系工場共）毎に、

昭和初期の貨物自動車の購入状況について明らかにしていきたい。 

九州地方における片倉製糸諸工場は、直系工場として大分県に大分製糸所、宇佐製糸所、佐

賀県に鳥栖製糸所、小城郡是製糸所、熊本県に熊本尾沢製糸所のほか、傍系製糸会社として長

崎県に長崎製糸株式会社、鹿児島県に薩摩製糸株式会社が存在する。 

① 大分製糸所（所在地：大分県大分市） 

大分製糸所は、1930 年 6 月 30 日にシボレー1.5 トン積トラック 1台（代金 2,205 円）を購入

する。既述のように、1927 年に大分製糸所は、貨物自動車 1台を備付けており、その上で同年

11 月 24 日には自動車利用喞筒 1 台（代金 650 円）を買入ていた(11)ことから、この点を裏付け

ていよう。大分製糸所は、消火用ポンプ装備の貨物自動車を利用した消防能力の向上に努めて

いることがわかる。大分製糸所は、貨物自動車を購入した 1930 年 6 月には、貨物自動車 2台を

保有していたものと考えられる。又、1929 年 3 月 24 日には、大分製糸所へ大日本消防協会理

事・緒方惟一郎氏と久米大分県知事（森下大分県保安課長随行）が同伴来所し、消火設備、放

水試験の検閲を行っている(12)。また同年 2 月 15 日に大分製糸所は、片倉本社の許可の下に大

日本消防協会基金として 300 円を寄付していた。1931 年 4 月 3日に大分製糸所は、シボレー1.5

トン積トラック 1 台を 350 円にて山田虎造方へ売却し(13)、翌 32 年に入り大分製糸所は、片倉

本社に「傭車を以テ補フヘキ方針ノ処打算上自家用有利ノ為」、レオ 1Ａ型 4気筒 1.5 トン積ボ

デー付貨物自動車 1台（価格 2,950 円）の購入を申請する(14)。この案件については、同年 5月 
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18 日の取締役会において認可されるが、購入貨物自動車は、シボレー車又はフォード車とする

事という条件付きであった。大分製糸所は、31 年 4月に貨物自動車 1台を売却（27 年保有の貨

物自動車か）したことに伴う輸送力の低下を補うために運送会社に依頼していたのであろう。

1934 年 6 月 8 日開催の片倉本社の取締役会における「（昭和）八年度繭入費決算報告」の中で、

昨年度の同社繭入費増嵩の原因の 1 つとして、「経済界ノ好転ニ因リ荷動キ多ク、「トラック」

ノ供給不足ヲ告ケタルト「ガソリン」ノ値上ケニ因リ運賃ニ於テ増嵩セルコト」と述べている(15)。

経済好転に伴う需要拡大がトラック不足を生じ、しかもガソリン価格の値上りが重なり、運送

店の輸送力不足と運賃値上げ（多分に便乗値上げも加わろう）という貨物自動車運送業界の脆

弱な構造が露呈し、このため大分製糸所では自家用貨物自動車の購入、即ち自社輸送の強化に

向かわせたものといえよう。大分製糸所の繰糸釜数は、後述の鳥栖製糸所と共に九州地方の製

糸工場の中で使用釜数 1,000 釜前後を有する、最大規模である上、効率的な輸送という観点か

らも繭特約取引の拡大に伴い、早期に自家用貨物自動車の複数常備を実現していたものと思わ

れる。なお、1931 年 3 月 20 日には、大分警察署において大分県自動車協会主催の安全週間打

合会及び優良運転手表彰式が開催され、大分製糸所の運転手・式田武が表彰されている(16)。 

大分県では 1920 年代後半～1930 年代初頭にかけて、荷積馬車台数の減少（1925 年 8,370 台、

29 年 7,231 台、32 年 6,511 台）、荷車台数の停滞・減少（1925 年 10,735 台、29 年 11,016 台、

32 年 7,904 台）する中で、貨物自動車台数は 1929 年 92 台、32 年 184 台に倍増する(17)。貨物

自動車台数を都市別にみると、1929 年に南海部郡を除く大分県全郡市に普及するものの西・東

国東両郡の各1台から、大分製糸所所在の大分市の21台まで格差が存在する。その他諸郡では、

同年に日田郡 17 台、後述の片倉宇佐製糸所所在の宇佐郡及び大野郡各 8台、中津市 6 台、残る

諸郡市は 5台以下である。1932 年には、南海部郡を含め大分県全郡市に亘り増加しており、特

に大分市 43 台、日田郡 38 台、玖珠・北海部両郡各 14 台、大野郡 12 台、宇佐郡及び中津市各

10 台、その他諸郡市は 8台以下であった。地域的偏在を伴いつつ、大分県では県下一大経済拠

点の県都大分市を中心に貨物自動車の普及・拡大が進む。 

大分製糸所の特約取引繭量は、1927 年の 140,345 貫（特約取引率 36.3％(18)）から逐年増加

し、29 年 260,095 貫（特約取引率 56.1％(19)）、30 年 308,019 貫（特約取引率 77.0％(20)）、31

年 365,917 貫 940 匁（特約取引率 82.3％(21)）に上昇する。大分製糸所においては、繭特約取引

が 1920 年代末の主要な購繭方法から、1930 年代初めには支配的な購繭方法へと急進展する。

そして更に1933年には大分製糸所は、特約養蚕組合（組合収繭量522,523貫）に養蚕資金（35,698

円）、蚕種（123,523 円）、肥料（230,637 円）、養蚕取次品（33,025 円）を配布・斡旋していた(22)。

大分製糸所は、1930 年代央に特約取引繭総量の 8割弱を大分県内から、残る 2割強を宮崎県と

福岡県から調達する(23)。以前には大分製糸所は、四国愛媛県の西宇和郡、喜多郡、松山地方を
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特約地盤としていたが、大分県内の特約養蚕組合の拡充と共に愛媛県から退転し、大分県を中

心に宮崎県と福岡県の一部を特約地盤とすることとなる。大分製糸所の大分県内特約地盤は、

同製糸所周辺諸郡の大分郡、大野郡、南・北海部郡、速見郡、東国東郡、直入郡などであった。 

大分製糸所は、県下幹線道路の旧街道、即ち小倉街道（豊前道・国道 3号、現・国道 10 号）、

日向街道（日向道・国道 3 号、現・国道 10 号）、肥後街道、筑後街道（府内・日田往還）、伊予

街道（現・国道 197 号）などを継襲する国道 3号、県道＝大分・熊本線、大分・福岡線、大分・

佐賀関線などのほか、大分市を起点（終点）とする大分・佐伯線、久住・大分線、奥嶽・大分

線、犬飼・大分線、大分・森線、大分・国東線、八幡・大分線、広内・大分線、合原・大分線

など(24)を短・近距離圏内では自家用貨物自動車を使用して疾走し、特約養蚕組合の産繭や蚕種、

肥料、養蚕用具などを搬送していよう。 

鉄道輸送に関しては、大分製糸所は、1927 年に大分合同運送店との間で大分駅発着貨物の取

扱手数料を取り決めており、到着貨物のうち、雑貨、石炭など以外に生繭・干繭 1 本に付、荷

卸手数料 3 銭、配達料 4 銭、発送貨物では生糸、繭籠、生皮苧、雑貨などについてそれぞれ協

定している(25)。大分製糸所は、遠距離圏内では日豊線、久大線、豊肥線などの鉄道を利用して

原料繭等を輸送していたことを推測させる。なお、大分製糸所は、1931 年に同製糸所引込線敷

地（56 坪）を鉄道省へ無償譲渡している(26)。鉄道引込線の着工により、大分製糸所の鉄道輸送

の効率性が増すことであろう。船舶輸送に関しては、大分製糸所は、1929 年 9 月 7日に片倉本

社の許可を得て、「大分港改修速成同盟会」に 150 円を寄付しており(27)、大分製糸所が豊予海

峡を隔てて四国愛媛県に特約地盤を有していた当時、大分港の改修は、同製糸所にとっても物

資輸送の利便性を高めることになろう。 

② 宇佐製糸所（所在地：大分県宇佐郡北馬城村、1955 年宇佐町に編入） 

宇佐製糸所は、既述のように 1927 年に自家用貨物自動車を備付けていたが、大分製糸所同様、

同年 11 月 24 日に自動車利用ポンプ１台（代金 650 円）を購入している(28)ことから、同製糸所

の貨物自動車保有を間接的に裏付けるものといえよう。これ以外については、片倉製糸の内部

資料に自家用貨物自動車に関する記述を確認することはできないものの、昭和初期の調査に依

れば、宇佐製糸所には「運送設備」として貨物自動車（1.25 トン積）を保有していたことが判

明する(29)。前述の如く、貨物自動車は、1929 年に宇佐郡内に僅か 8台存在するにすぎず、一方

で後述のように宇佐製糸所は、早期に繭特約取引の展開を押し進めていたことから、自家用貨

物自動車の保有を促すことになったのであろう。 

1929 年 12 月 19 日に軽便鉄道・宇佐参宮鉄道（高田駅～宇佐八幡駅）の踏切において列車と

貨物自動車が衝突し、列車は転覆、自動車運転手は即死、という事故が起きる(30)。付近の青年

団と消防組約 200 名が跡始末のために応援に駆け付け、宇佐製糸所は炊出しを行った。列車衝
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突事故にあった貨物自動車は、宇佐製糸所の保有に係るものではないが、一事象を越えて、鉄

道に代って近距離輸送に重要な役割を果たすようになる貨物自動車と鉄道が、大分県地方の片

隅で生じた軋轢を象徴する出来事と捉えることができる。 

宇佐製糸所の特約取引繭量は、1927 年に既に 104,695 貫（特約取引率 88.0％(31)）にのぼり、

1930 年度には 66,000 貫（特約取引率 100％(32)）に及ぶ。宇佐製糸所の繭特約取引は、実質的

に大分製糸所以上に進展し、1920 年代中頃には既に同製糸所の支配的な購繭方法となっていた。

宇佐製糸所は、1933 年に特約養蚕組合（組合収繭量 147,290 貫）に養蚕資金（7,090 円）、蚕種

（36,751 円）、肥料（76,078 円）、養蚕取次品（32,486 円）を配布・斡旋している(33)。宇佐製

糸所は、1930 年代央に特約取引繭総量の殆ど大半を地元の大分県から調達し、僅かに隣接の福

岡県から特約購繭している(34)。宇佐製糸所は、山口県豊浦郡、福岡県京都郡・企救郡から購繭

撤退し、大分県への集中化が図られ、同製糸所周辺諸郡の宇佐郡、西国東郡、下毛郡を主要特

約地盤としていた。 

宇佐製糸所は、短・近距離圏内では県下幹線道路の旧街道、即ち小倉街道（豊前通・国道 3

号、現・国道 10 号）、国東道、浜往還、山国道などを継承する国道 3号、県道＝高田・竹田津

線、中津・長洲線、高田・竹田津線などのほか、北馬城村隣接の宇佐町を起点（終点）とする

宇佐・長洲線、宇佐・垂水線、浄土寺・宇佐線、高田・宇佐線など(35)を自家用貨物自動車を利

用して走行し、特約養蚕組合の産繭や蚕種、肥料、養蚕用具などを輸送していたのであろう。 

鉄道輸送に関しては、宇佐製糸所は、1927 年に宇佐合同運送店と宇佐駅発着の貨物取扱手数

料を協定しており、鉄道到着貨物のうち、雑貨のほか生繭・干繭共 1本に付、荷卸手数料 5銭、

配達料３銭、鉄道発送貨物では生糸、繭籠、生皮苧、雑貨などについて各々契約している(36)。

到着鉄道貨物の中で、石炭に関しては荷卸・配達は、宇佐製糸所の「自家扱」であり、自家用

貨物自動車を使用して石炭運搬を行っていたのであろう。宇佐製糸所は、長距離圏内では原料

繭輸送を国有日豊線などの鉄道を利用して、貨物自動車輸送を補っていた可能性がある。 

③ 鳥栖製糸所（所在地：佐賀県三養基郡鳥栖町） 

鳥栖製糸所の申請に基づき、1931 年 5 月 28 日開催の片倉本社取締役会において、1931 年型

シボレー1.5 トン積貨物自動車 1 台（価格 2,000 円）の購入について審議している。貨物自動

車の買替えによって「旧車」2台は、500 円にて売却の予定であった。既述の如く、鳥栖製糸所

は、1927 年に貨物自動車 3 台を常備していたことから、引続き 1931 年に入り新型貨物自動車

の買替えを申請する時点においても、少なくとも 3台の貨物自動車を常備していた模様である。

1927 年に貨物自動車 3台の常備は、片倉製糸諸工場の中では鳥栖製糸所のほか、武井製糸所と

熊本尾沢製糸所に限られる(37)。この 3製糸所共、片倉製糸を代表する大規模製糸所であり、特

に鳥栖製糸所は、片倉製糸諸工場においてのみならず、九州地方最大の製糸工場である。また
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鳥栖製糸所は、九州地方の他製糸工場に先駆けて繭特約取引を展開し、後述の如く早期に特約

取引率 100％を実現していくことになる。従って、特約養蚕組合産繭を初めとする大量の物資

輸送に数台の貨物自動車を必要としていたものといえよう。 

鳥栖製糸所の特約取引繭量は、1927年に春蚕繭223,990貫（春蚕繭のみ、特約取引率89.5％(38)）、

1930 年度には 500,000 貫（特約取引率 100％(39)）に達する。1914 年設立の鳥栖製糸所は、翌年

より繭特約取引を実施し、県当局の協力を得て佐賀・福岡両県に特約地盤を拡大していったの

である｡(40) 鳥栖製糸所は、1933 年に特約養蚕組合（組合収繭量 508,179 貫）に養蚕資金（1,380

円）、蚕種（117,077 円）、肥料（220,835 円）、養蚕取次品（23,631 円）を配布・斡旋する(41)。

1930 年代央に鳥栖製糸所は、佐賀県と福岡県を中心に熊本県、大分県、長崎県において繭特約

取引を展開している(42)。佐賀県東端に立地する鳥栖製糸所は、佐賀県内では三大養蚕地方、即

ち佐賀郡、東松浦郡、藤津郡のほか、三養基郡、神崎郡、西松浦郡を、また佐賀県に隣接する

福岡県では三井郡、朝倉郡、筑紫郡、糸島郡、浮羽郡、糟屋郡、田川郡などをそれぞれ特約地

盤とする。鳥栖製糸所は、曾て購繭地としていた鹿児島県、宮崎県から撤退し、また後述する

ように長崎県北松浦郡及び口之津・諫早地方（各購繭出張所）を傍系製糸会社の長崎製糸株式

会社に移譲し、特約地盤を佐賀県、福岡県に集中化していくことになる。特に佐賀県と福岡県

を跨ぐ、鳥栖製糸所周辺諸郡が、主要特約地盤であろう。鳥栖製糸所は、同じ佐賀県に開設の、

後述する片倉小城郡是製糸所との間で同県内の特約地盤を分轄している。この点後述。 

佐賀県では 1920 年代前半～1930 年代中頃に、荷積馬車・荷車台数の停滞・減少（1923 年荷

積馬車 3,565 台、荷車 25,696 台、27 年荷積馬車 3,560 台、荷車 27,578 台、31 年荷積馬車 3,305

台、荷車 21,474 台）する中で、「荷積用」自動車台数は、1927 年 13 台、27 年 65 台、31 年 220

台に急増する(43)。「荷積用」自動車台数を郡市別にみると、1927 年 3 月末日現在において佐賀

県全郡市に普及し、鳥栖製糸所所在の三養基郡の 12 台を最高に東松浦郡 10 台、佐賀市 9 台、

藤津郡 8 台、小城郡 7 台、その他諸郡 6～2 台であった。1936 年 12 月末現在には、「荷積用」

自動車台数は、地域的偏在を伴いつつ佐賀県全郡市に亘って増加し、東松浦郡 32 台、佐賀市

31 台、西松浦郡 30 台から三養基郡 18 台、唐津市 15 台、小城郡 12 台に及ぶ。上記諸郡以外は、

22～19 台の間にある。 

鳥栖製糸所は、短・近距離圏内では、佐賀・福岡両県下幹線道路の旧街道、即ち長崎街道（国

道 2，25 号、現・国道 34 号、200 号）、三瀬街道（現・国道 263 号）、日田街道（現・国道 210

号）、薩摩街道、秋目街道などを継襲する国道 2，25 号、県道＝佐賀・福岡線（現・国道 263

号）、佐賀・久留米線、佐賀・浜崎線、神崎・久留米線、福岡・北野線、久留米・甘木線、松崎・

久留米線、内野・甘木線、甘木・秋月線、石櫃・松崎線、石櫃・山家線等のほか、鳥栖町を起

点（終点）とする鳥栖・千栗線、鳥栖停車場・北野線、仁比山・鳥栖線、田主丸・鳥栖線、長
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淵・鳥栖線など(44)を自家用貨物自動車を使用して走行し、特約養蚕組合産繭のほか、蚕種、肥

料、養蚕用具などを運送していたことであろう。 

鉄道輸送に関しては、1927 年に鳥栖製糸所は、八坂運送店と鳥栖駅発着の貨物取扱手数料を

契約しており、鉄道到着貨物のうち、雑貨、石炭など以外に生繭・干繭共 1 本に付、荷卸手数

料 3 銭、配達料 2 銭、鉄道発送貨物のうち、生糸を除く繭籠、生皮苧、雑貨などについて、そ

れぞれ協定する(45)。生糸に関しては、同年には協定がなく、運送店合同前には 1 梱に付 8銭の

積込手数料を定めていたことから、生糸輸送は、新たに貨物自動車を利用することになったこ

とが窺える。鳥栖製糸所は、遠距離圏内では国鉄長崎本線、九大線（1934 年 11 月 20 日開通）

などを利用して原料繭等の輸送を行っていたのであろう。 

④ 小城郡是製糸所（所在地：佐賀県小城郡小城町） 

小城郡是製糸所は、1927 年 6 月 5日にシボレーボデー付貨物自動車 1 台（代金 2,170 円）を

購入する。既述の如く、小城郡是製糸所は、1927 年末に貨物自動車 1台を備付けていたことと

符合している。小城郡是製糸所は、この貨物自動車を早速、収繭活動等に利用したことであろ

う。同年 11月 23日に小城郡是製糸所は、自動車利用喞筒1台（代金 650 円）を購入しており(46)、

貨物自動車を利用した消防能力の向上を目的としていたものといえよう。消火活動に関しては、

1931 年 2 月 19 日午前 2 時頃に小城町内の佐賀蚕種製造所（佐賀県是蚕業株式会社）旧事務所

より出火し、小城郡是製糸所では直ちに所員全員を召集し、「ポンプト共ニ」現場に駆付けて、

消火に努めていた(47)。また小城郡是製糸所から電話にて鳥栖製糸所へこの火災を通知し、鳥栖

製糸所より 14 名が貨物自動車にて駆付けて応援・片付けを行う。小城郡是製糸所同様、鳥栖製

糸所においても消防ポンプを装備した貨物自動車によって消火活動に従事したのであろう。こ

の佐賀蚕種製造所の火災は、新旧事務所、蚕室 2棟を全焼し、午前 4 時 30 分に鎮火する。出火

原因は、催青室火鉢の不始末であった。損害額は、約 2 万円にのぼる。片倉製糸は、1931 年 1

月 21 日に佐賀県是蚕業株式会社所有の土地、建物を賃貸借契約し、佐賀蚕種製造所として蚕種

製造を営んでいたのである。佐賀蚕種製造所創業間も無い頃の出火であった｡(48) 

小城郡是製糸所は、その後ウィリス・シックス 1.5 トン積貨物自動車 1 台（価格 2,890 円）

の購入申請を片倉本社に行うが、1932 年 2 月 18 日開催の取締役会では、貨物自動車の購入に

関しては認可されるが、車種は、シボレー車（価格 2,300 円）に修正条件付きであった。小城

郡是製糸所の貨物自動車購入理由は、現在使用中の貨物自動車が老朽のため修繕費を要し、「不

経済」である、ということであった。同日の取締役会において、後述の片倉傍系製糸会社であ

る薩摩製糸株式会社と長崎製糸株式会社諫早工場から申請の貨物自動車購入案件を審議してい

たが、両社の購入理由は、いずれも小城郡是製糸所と同様であった。なお、小城郡是製糸所は、

新規に貨物自動車を購入した後に、古貨物自動車については、消火ポンプを取付けて利用する
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としていた。同製糸所では古貨物自動車を売却せずに、消防車として専に活用する方針であっ

た。当該貨物自動車が、1927 年 6 月 5日購入の車輌の買替えであるとすれば、使用期間は 4年

8ヶ月程になろう。小城郡是製糸所は、同じ佐賀県所在の鳥栖製糸所と比べ、製糸規模では約 3

分の 1 にとどまるところから、自家用貨物自動車は、1 台を維持・常備していたのであろう。

前述のように、小城郡の「荷積用」自動車台数は、1927 年 3 月末日現在 7 台、36 年 12 月末現

在 12 台であったことから、この内の 1台が小城郡是製糸所保有に係るものであるといえよう。 

小城郡是製糸所の特約取引繭量は、既に 1927 年に 134,272 貫（特約取引率 100％(49)）に達し、

引続き 1930 年度にも 139,496 貫（特約取引率 100％(50)）を維持する。1933 年に小城郡是製糸

所は、特約養蚕組合（組合収繭量 170,530 貫）に養蚕資金（700 円）、蚕種（45,275 円）、肥料

(74,755 円)、養蚕取次品（20,905 円）を配布・斡旋している(51)。小城郡是製糸所は、1930 年

代央に特約取引繭総量の殆ど大半を佐賀県内から調達し、一部を熊本県から特約購繭する(52)。

小城郡是製糸所の佐賀県内の特約地盤は、同製糸所周辺諸郡の小城郡、佐賀郡川上地方、杵島

郡であった。小城郡是製糸所は、鳥栖製糸所との間で佐賀県内の特約地盤を分轄しており、1931

年 1 月 23，24 日には両製糸所合同蚕業研究会を開催するなど緊密な連携を保持していた(53)。 

佐賀県中央部、小城郡の北西部に位置し、小城鍋島藩の城下町として発展した、小城町所在

の小城郡是製糸所は、県下幹線道路の旧街道、即ち長崎街道（国道 25 号、現・国道 34 号）、唐

津往還（現・国道 203 号）、小城道、伊万里道などを継承する国道 25 号（現・国道 34 号）や県

道、特に小城町を起点（終点）とする小城・唐津線、小城・牛津線、小城・伊万里線、小城・

古湯線、佐賀・小城線、神崎・小城線など(54)を自家用貨物自動車を駆使して走行し、特約養蚕

組合産繭や蚕種、肥料、養蚕用具などを運搬していよう。 

鉄道輸送に関しては、従来小城郡是製糸所の指定運送店は、○は浜野運輸店であったが、小城

駅運送店全部の営業権を継承した小城合同運送株式会社の創立に伴い、1927 年 3 月 31 日に小

城郡是製糸所と取引契約することになった(55)。この小城駅貨物取扱手数料契約は、鉄道到着貨

物のうち、雑貨、石炭など以外に生繭・干繭共 1 本に付き荷卸手数料 4 銭、配達については、

「自家扱」であり、小城郡是製糸所と上記特約運送店との距離が、僅か 3「丁」にすぎないこ

とから、この時期には荷車（又は荷馬車）で運搬したのであろう(56)。発送鉄道貨物については、

生糸、繭籠、生皮苧、雑貨などの取扱手数料を協定している。なお、小城郡是製糸所は、1931

年 5 月 15 日に小城駅長より「生糸運賃割戻駅」の認可の件につき過日提出の請願書により、極

力実現に盡力する旨の通知があり、また同年 10 月 12 日には小城駅長より、予て申請中の「生

糸運賃割戻駅」に関する件が可決し、同月 21 日より実施の通知があった(57)。小城郡是製糸所

にとって、生糸輸送鉄道運賃の実質的な引下げという恩恵を蒙ることになる。小城郡是製糸所

は、国鉄唐津線などの鉄道を利用して、原料繭輸送を一部依拠していた可能性が窺える。 
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⑤ 熊本尾沢製糸所（所在地：熊本県熊本市田崎町） 

熊本尾沢製糸所（1934 年末に熊本製糸所と改称）は、1927 年 5 月 16 日にシボレー貨物自動

車（ボデー付）1 台（代金 2,200 円）を購入する。既述のように、1927 年末に熊本尾沢製糸所

が備付けていた貨物自動車 1台は、この貨物自動車のことであろう。同月 24 日に、従来使用し

ていたシボレー古貨物自動車を 600 円にて売却する。また熊本尾沢製糸所は、小城郡是製糸所

同様、同年 11 月 23 日に自動車利用ポンプ（代金 650 円）を購入している(58)。熊本尾沢製糸所

は、他の片倉製糸諸工場同様、消火能力の強化を自家用貨物自動車を利用して実現していく。 

熊本県の「荷積用」馬車、荷車、牛車各台数が、1920 年代中頃を境に減少していく中で、「荷

積用」自動車台数は、1929 年の 221 台から、4年後の 33 年には約 2倍の 416 台に急増する(59)。

熊本県の「荷積用」自動車は、熊本藩 54 万石の城下町を系譜として持ち、近代においても同県

の政治・経済及び交通上の枢要な熊本市を中心に増加していた。即ち、「荷積用」自動車台数を

郡市別にみると、1933 年に熊本尾沢製糸所所在の熊本市の 123 台を最多として、次いで玉名郡

55 台、鹿本郡 38 台、菊池郡 33 台、飽託郡 28 台、阿蘇郡 26 台、宇土郡 25 台、球磨郡 24 台、

下益城郡 21 台、八代郡 18 台、上益城郡 10 台、天草郡 9台、葦北郡 6台と続く。「荷積用」自

動車台数は、諸郡市間に台数格差が生じてはいるが、熊本県全郡市に普及していた。なお、「乗

用」自動車は、「荷積用」自動車以上に普及・増加したが､「大正中期頃から乗合自動車の営業

が熊本市を起点として開始され、やがてトラックやタクシーの営業も増加してくると、従来の

水上運送は急激に衰退し」ていった、という(60)。 

熊本尾沢製糸所の特約取引繭量は、1927 年に 71,242 貫（特約取引率 52.3％(61)）、その後繭

特約取引は急速に進み、1930 年度には 204,460 貫（特約取引率 100％(62)）を実現する。さらに

1933 年に熊本尾沢製糸所は、特約養蚕組合（組合収繭 240,563 貫）に養蚕資金（2,040 円）、蚕

種（50,084 円）、肥料（97,685 円）、養蚕取次品（9,826 円）を配布・斡旋している(63)。熊本製

糸所は、1930 年代央には特約取引繭総量すべてを熊本県内から調達する(64)。熊本製糸所は、曾

ての購繭地である、県外の鹿児島県や宮崎県から撤退し、熊本県への特約地盤の集中化を押し

進めていった。熊本製糸所の県内特約地盤は、熊本県の三大養蚕地帯である玉名郡、鹿本郡、

菊池郡のほか、上・下益城郡、天草郡、飽託郡、宇土郡、球磨郡などである。上記諸郡以外で

は、熊本県内の阿蘇郡、八代郡、葦北郡は、養蚕業が不振であった。熊本製糸所と鳥栖製糸所

は、玉名郡において特約地盤を分轄している。 

熊本県のほぼ中央部、熊本平野の中心に立地する熊本市所在の熊本尾沢製糸所は、短・近距

離圏内では、県下幹線道路の旧街道、即ち豊前街道・薩摩街道（国道 2号、現・国道 3号）、豊

後街道（現・国道 57 号）、日向街道（現・国道 445 号ほか）、人吉街道（現・国道 219 号）、三

池街道（現・国道 208 号）、天草道（現・国道 57 号ほか）などを継襲する国道 2 号、県道＝熊
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本・大分線（旧豊後街道、現・国道 57 号）、熊本・宮崎線（旧日向街道、現・国道 445 号ほか）、

熊本・三角線、熊本・本渡線（旧天草道、現・国道 57 号ほか）、熊本・隈府線、熊本・木山線、

松尾・熊本線、熊本・高瀬線、熊本・南関線、熊本・八代線、熊本・甲佐線、原倉・熊本線、

熊本・隈庄線、久保田・熊本線、来民・熊本線、小天・熊本線、瀬田・熊本線などを自家用貨

物自動車を駆使して走行し、特約養蚕組合産繭や蚕種、肥料、養蚕用具などを運搬していよう。 

鉄道輸送については、熊本尾沢製糸所は、1927 年 5 月 5日に山本運送店と「貨物積卸賃」を

協定する(65)。即ち、熊本駅着荷のうち、肥料、雑品のほか、生繭（トン扱）の「卸配達」料 6

銭、生繭（小口扱）の「卸配達」料 6銭 5 厘、そして発送鉄道貨物のうち、生糸、生皮苧、空

籠、繭袋、肥料以外に、乾繭の「引出積込」料 7 銭の各契約である。熊本尾沢製糸所は、遠距

離圏内では、豊肥線（宮地線）や鹿児島本線（肥薩線）などの鉄道を利用して産繭輸送を行っ

ていた可能性がある。なお、天草島（天草郡）からの原料繭運搬は、本渡港（天草郡本渡町）

から三角港（宇土郡三角町）への船舶輸送に依存していたのであろう(66)。 

⑥ 長崎製糸株式会社（本社所在地：長崎県北高来郡諫早町） 

片倉製糸の傍系製糸会社である、長崎製糸株式会社は、1920 年 3 月 30 日に片倉製糸と協力

して長崎県蚕糸業開発を目的とする県是組織の製糸会社として創立する(67)。長崎製糸株式会社

は、諫早工場と島原工場を有する。同社は、1920 年 5 月 20 日に深田製糸場を買収して、島原

工場（160 釜）と改称・開業する。諫早工場は、1922 年 5 月 28 日に 4 緒 240 釜を以て、新設・

開業する。諫早工場は、1927 年に 3 緒 18 釜、4緒 225 釜、5緒 172 釜、合計 415 釜に、また島

原工場は、1929 年 1 月に 4 緒 18 釜、5緒 182 釜、合計 200 釜にそれぞれ拡張する。諫早工場の

規模は、島原工場規模の 2 倍以上の格差があった。そして両工場共、1933 年前後に御法川式多

条繰糸機の導入を図り、大改造に着手する。なお、長崎製糸株式会社は、1937 年 6 月に雲仙製

糸株式会社を賃借し、雲仙工場と改称・経営する。その後、片倉製糸は、1940 年 10 月に長崎

製糸株式会社を合併するに至る。 

諫早工場（所在地：長崎県北高来郡諫早町）では、1927 年 6 月 28 日にシボレー貨物自動車 1

台（代金 2,180 円）を購入する。この貨物自動車の積載量は資料に記述されていないが、金額

からして 1.5 トン積であろう。さらに諫早工場は、翌々29 年 10 月 11 日にフォード貨物自動車

1 台（代金 1,850 円）を買入れている。このフォード車購入代金からすると、積載量 1 トン車

或いは貨物自動車の買替えに伴う従来使用の古自動車の売却代金を差引いた金額表記と考えら

れる。既述のように、諫早工場は、1927 年末に貨物自動車 2台を備付けていたことから、同年

6月 28 日購入の貨物自動車は 2台目にあたり、1929 年購入の貨物自動車は、その内の 1台の買

替えであったのであろう。さらに、片倉本社での、1932 年 2 月 18 日開催の取締役会において、

長崎製糸㈱諫早工場のシボレー1.5 トン積貨物自動車 1 台（価格 2,300 円）の購入を巡って審
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議している。この貨物自動車購入理由は、前述の小城郡是製糸所同様に、現在使用中の貨物自

動車は、老朽化して、修繕費を要し、「不経済」である、というものであった。諫早工場では、

新型貨物自動車購入後に古貨物自動車は、450 円位にて売却の見込みとしている。この案件は、

取締役会において認可を得ていた。売却処分を受ける上記古貨物自動車が 1927 年 6 月 28 日に

買入れた車輌であるとすれば、使用期間は、4年 8ヶ月程ということになる。 

長崎県の「荷積用」馬車、荷牛車、荷車各台数が 1920 年代末頃まで増加する中で、「荷積用」

自動車は、1923 年の 2 台（有税）から 28 年までの 5 年間で 51 台（有税）に増大する(68)。「荷

積用」自動車（有税）を郡市別にみると、1928 年 3 月末日現在に西彼杵郡の 13 台を筆頭に島

原工場所在の南高来郡 10 台、諫早工場所在の北高来郡 7台、長崎市 6 台、北松浦郡 5台、佐世

保市・東彼杵郡各 4 台、壱岐 2 台と続き、五島列島（南松浦郡）と対島は皆無である。長崎県

の「荷積用」自動車は、1920 年代末に漸く普及し始めた段階ということができよう。長崎製糸

株式会社は、長崎県において早期に貨物自動車の使用に踏み切った、先駆的な企業といえるで

あろう。1930 年代に入り、貨物自動車の増加とは対照的に、荷馬車は減少の一途を辿る。 

長崎製糸㈱諫早工場の特約取引繭量は、1927 年の 77,003 貫（特約取引率 55.5％(69)）から、

1930 年度には 105,000 貫（特約取引率 65％(70)）に拡大する。諫早工場の繭特約取引は、1920

年代末には主要な購繭方法となっていた。諫早工場の特約取引は、さらに進展して、1933 年に

は特約養蚕組合（組合収繭量 211,811 貫）に養蚕資金（700 円）、蚕種（39,302 円）、肥料（66,475

円）、養蚕取次品（22,045 円）を配布・斡旋する(71)。諫早工場は、1930 年代央に特約取引繭総

量の殆ど大部分を長崎県内から調達し、僅かに不足分を佐賀県から特約購繭していた(72)。前述

のように、1930 年に鳥栖製糸所の諫早出張所を長崎製糸㈱諫早工場へ移管し、翌 31 年 4 月 24

日に片倉製糸の尾沢九州監督立会の上、北松浦郡地域を長崎製糸株式会社への移譲を決定する(73)。

諫早工場の長崎県内の特約地盤は、県内二大養蚕地帯の南・北高来郡、東・西彼杵郡、南・北

松浦郡などであった。諫早工場の周辺諸郡が、同工場の主要特約地盤を形成する。 

旧長崎街道筋にあり、国鉄長崎本線・大村線、島原鉄道が接合する陸上交通の要地で、養蚕・

製糸業が「昭和初期の不況時代の中心産業」(74)であった、諫早町所在の長崎製糸㈱諫早工場は、

短・近距離圏内では、県下幹線道路の旧街道、即ち長崎街道（国道 25 号、現・国道 34 号）、島

原街道（現・国道 251 号）、多良越（現・国道 207 号）、有喜街道、時津街道などを継承する国

道 25 号（現・国道 34 号）や県道各線、特に時津・諫早線、諫早・有喜線、江ノ浦・諫早線、

温泉・諫早線、諫早・鹿児島線など(75)を自家用貨物自動車を走駆して、特約養蚕組合産繭や蚕

種、肥料、養蚕用具などを運送していたことであろう。 

鉄道輸送に関しては、諫早工場は、1927 年 4 月 20 日に「一駅一店制」による諫早合同運送

店と諫早駅「貨物積卸賃金」について交渉し、「料率」協定する(76)。諫早駅着貨物のうち、生
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繭・乾繭共各 1 本に付、荷卸手数料 3 銭、配達料 3 銭であるが、石炭に関しては、荷卸・配達

共に「自家扱」であり(77)、諫早工場常備の貨物自動車によって、石炭の取扱いを行っていたの

であろう。着荷石炭の「自家扱」は、片倉製糸諸工場のうち諫早工場以外では姫路製糸所、宇

佐製糸所も同様であり、武井製糸所、八王子製糸所は、着荷石炭の配達のみ、「自家扱」であっ

た。諫早工場は、遠距離圏内においては、国鉄長崎線（後、長崎本線）などの鉄道を使って産

繭輸送を行っていた可能性がある。なお、五島列島の南松浦郡産繭の輸送は、福江港（乃至は

玉ノ浦港ほか）から諫早工場最寄りの諫早港への海上輸送に依っていたことが考えられる。 

長崎製糸㈱島原工場（所在地：長崎県南高来郡島原町）については、同工場常備の自家用貨

物自動車を確認することはできない。とはいえ、島原工場の特約取引繭量は、1927 年の 19,951

貫（特約取引率 39％(78)）から急速に拡大し、1930 年度には 42,500 貫（特約取引率 52％(79)）

へ、そして 1933 年に特約養蚕組合（組合収繭量 73,733 貫）に蚕種（19,346 円）、肥料（32,652

円）、養蚕取次品（10,865 円）を配布・斡旋している(80)。また島原工場は、1930 年代央に特約

取引繭総量 10 万 9千貫余をすべて長崎県内から調達しており、県内の特約地盤は、同工場所在

地の南高来郡、北高来郡、五島列島の南松浦郡などであったようである(81)。以上のように島原

工場の繭特約取引は、順調に増大しており、特約養蚕組合産繭のほか、蚕種、肥料、養蚕用具

などの効率的な輸送に貨物自動車の必要性は高まっていたことであろう。諫早工場備付けの自

家用貨物自動車は、同工場専用ではなく、長崎製糸株式会社所有の貨物自動車として諫早・島

原両工場使用が行われていたものと思われる。両工場共、地理的に比較的接近し、特約地盤も

共通していることが貨物自動車の共用を可能としていたのではないだろうか。但し、工場規模

は、本社工場の諫早工場が島原工場の 2倍以上あることから、貨物自動車の利用頻度は、諫早

工場を主としていたことは疑いないことであろう。 

島原工場が、輸送手段として貨物自動車を活用していたとすれば、県下幹線道路の旧街道、

即ち島原街道（現・国道 251 号）、有喜街道等を継襲する県道＝長崎・島原線、口ノ津・島津線、

温泉・島原線など(82)を貨物自動車を駆使して走行し、特約養蚕組合産繭のほか、蚕種、肥料、

養蚕用具等を運搬していよう。 

鉄道輸送については、島原工場は、1927 年に島原合同運送会社と貨物取扱手数料を協定し、

島原鉄道島原駅着荷のうち、雑貨、石炭など以外に生繭 1 本に付き荷卸手数料 4 銭、配達料 5

銭、乾繭 1 本に付き荷卸手数料 3 銭、配達料 5 銭とし、発送貨物のうちでは生糸、繭籠、生皮

苧、雑貨について各協定している(83)。島原工場は、遠距離圏内においては、島原鉄道を利用し

て産繭運搬を行っていた可能性がある。なお島原工場は、1930 年 11 月 17 日に「生糸運賃割戻」

の件に付、島原鉄道本社に出向き、島原駅を「割戻制取扱駅」に編入依頼を行い、この件が決

定するまでは発送生糸は、今後諫早工場扱いとすることとしている(84)。従来島原工場は、生糸



－ 15 － 

輸送を鉄道によっていたが、「生糸運賃割戻」が実現するまで、諫早工場宛に生糸をトラック便

又は最寄の島原港から諫早港まで海上輸送に切り換えていこうとするものであった。 

なお島原工場は、1931 年 5 月 27 日に島原湊合同運送会社と春期生繭取扱手数料及び仲仕賃

を協定し、丸篭 1 本に付き「店扱手数」料 2 銭（昨年度 3 銭）、「仲仕賃」5 銭（昨年度 6 銭）

とする(85)。丸篭 1本に付、それぞれ昨年より 1銭宛値下げをみる。島原工場は、五島列島の南

松浦郡産繭を島原港まで海上輸送していたことが判明する。石炭運搬に関しては、1929 年 10

月 7 日に、鳥栖製糸所が三井物産株式会社三池支店と鳥栖製糸所、小城郡是製糸所、諫早工場、

島原工場各工場1年間使用の石炭12,500トン（杵島粉炭）売買契約を結び、炭価協定している(86)。

島原工場のみ、島原港帆船輸送（石炭 1,500 トン、単価 6円 20 銭）であり、他の 3 工場はいず

れも最寄駅まで鉄道輸送であった。なお、三井物産以外の石炭取引先・松村合名会社とは価格

の関係上、石炭の売買契約は不成立であった。 

⑦ 薩摩製糸株式会社（本社所在地：鹿児島県鹿児島市原良町） 

片倉製糸の傍系製糸会社＝薩摩製糸株式会社は、鹿児島工場、宮之城工場、鹿屋工場（後、

志布志工場）、末吉工場を繰業する(87)。薩摩製糸株式会社の沿革は、1880 年 4 月開設の勧業授

産場に始まり、同年県営事業に移管し、その後 1890 年には民営に移行して鹿児島県士族共同授

産会社設立、そして 1919 年同社製糸部を解体後、県内蚕糸業関係者の共同出資及び片倉製糸の

参画によって新たに県是製糸として設立をみたが、1920 年恐慌によって「甚大の創痍を蒙り」、

遂に 1923 年 5 月より片倉製糸の委任経営の下で再出発することになったのである。宮之城工場

は、旧薩摩藩宮之城領主の家老平田孫一郎が、1885 年同志と共に座繰製糸 50 釜の工場創立に

端を発し、1896 年 11 月上記鹿児島県授産会社に併合し、宮之城第二支所と改称後、1919 年に

薩摩製糸株式会社に合流し、宮之城工場と改称する。また薩摩製糸株式会社の分工場設置計画

に基き、1919 年 11 月に県下肝属郡鹿屋町に鹿屋工場創設、さらに曽於郡末吉町有志の工場誘

致によって 1920 年 2 月に末吉工場が開業する。なお鹿屋工場は、1933 年 2 月 11 日に曽於郡志

布志町に新築移転・開業し、志布志工場と改称する。 

鹿児島工場（所在地：鹿児島県鹿児島市原良町）の申請に基づき、1931 年 5 月 18 日開催の

片倉本社取締役会において、前月 28 日に「保留」としていた案件である、1931 年型ウィリス・

シックス・ホイペット 1.5 トン積貨物自動車 1 台（価格 2,580 円）の購入に関して審議してい

る。使用中の「旧車」（古貨物自動車）の「売却値」は、80 円位としていた。この貨物自動車

の買替え申請から、鹿児島工場が 1931 年以前に貨物自動車の購入を行っていたことは明らかで

あるが、片倉製糸の内部資料から購入年月日を特定することはできない。但し、1929 年 6 月 13

日に鹿児島工場が「自家用トラック」（271 号）の車体検査を受け、「無事合格」しており(88)、

1929 年に鹿児島工場が自家用貨物自動車を常備していたことを示している。なお同年 2月 1日
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には、午後 9 時 40 分に鹿児島市内の平出町から出火し、折しも強風のため「火ハ忽チ櫛比セル

軒続キニ延焼シ」、一時大騒ぎとなるが、各消防隊の消火活動によって午後 11 時 30 分に鎮火す

る。焼失家屋は、8戸であった。この火災に際し、薩摩製糸㈱鹿児島工場は、「当社自動車ポン

プモ直チニ急行消火ニ努メ」たことから、「警察ヨリ謝辞ヲ受ケ」る。鹿児島工場常備の消防ポ

ンプを装備した貨物自動車が火災現場に直行して、消火活動に奮闘していたことを示唆してい

よう。なお既述の如く、薩摩製糸㈱鹿児島工場では、1927 年に貨物自動車 2台を備付けていた。

鹿児島工場は、本社工場であると共に、薩摩製糸株式会社 4工場の中で設備釜数（1931 年 5 月

末現在 564 釜）が最も大きく、同社全設備釜数（1931 年 5 月末現在 1,094 釜）の過半を占める。

しかも、鹿児島工場の繭特約取引は、後述のように早期に急展開していたことから、鹿児島工

場は、複数の貨物自動車を必要としていたのであろう。 

鹿児島県の「荷積用」馬車の台数が、1920 年代末中頃から 1920 年代後半にかけて大きく減

少する中で、「荷積用」自動車は、1923 年の 20 台から 27 年までの 4 年間に 5 倍を越える 102

台に急増する(89)。「荷積用」自動車（「有税」のみ）台数を郡市別にみると、1927 年に薩摩製糸

㈱鹿児島工場所在の鹿児島市の 39 台を最多として、日置郡 14 台、宮之城工場所在の薩摩郡 10

台、川辺郡 9 台、末吉工場所在の曽於郡 8 台、鹿児島郡・姶良郡各 6 台、揖宿郡・出水郡各 3

台、伊佐郡及び鹿屋工場所在の肝属郡各 2 台、大隅諸島の熊毛郡と奄美諸島の大島郡は共に皆

無である。鹿児島県の「荷積用」自動車は、同県本土のほぼ中央に位置し、江戸期の鹿児島藩

の城下町を中核とする、鹿児島市を中心に地域的偏在を伴いつつも、島嶼部を除き、県下全域

に普及していた。1930 年代に入り、貨物自動車、荷馬車、牛車、荷車共に増加する。 

薩摩製糸㈱鹿児島工場の特約取引繭量は、1927年に33,915貫（春蚕繭のみ、特約取引率27.6％(90)）

にとどまったが、1930 年度には 270,900 貫（特約取引率 98％(91)）に急拡大する。鹿児島工場

は、1933 年に特約養蚕組合（組合収繭量 340,823 貫）に養蚕資金（2,514 円）、蚕種（83,014

円）、肥料（87,257 円）、養蚕取次品（52,990 円）を配布・斡旋している(92)。鹿児島工場は、

1930 年代央に鹿児島県、宮崎県、熊本県において繭特約取引を展開しており、特約取引繭総量

の 9割以上を鹿児島県内に求めていた(93)。鹿児島工場の鹿児島県内の特約地盤は、出水郡、日

置郡、川辺郡、揖宿郡、鹿児島郡、姶良郡、伊佐郡、熊毛郡などであった。 

薩摩製糸㈱鹿児島工場は、短・近距離圏内では、県下幹線道路の旧街道、即ち出水筋（九州

街道、国道 2号、現・国道 3号）、日向筋（薩摩街道、国道 3号、現・国道 10 号）、大口筋（肥

後街道、現・10，268 号）、伊作筋、谷山筋などを継承する国道 2 号（現・国道 3 号）、国道 3

号（現・国道 10 号）や県道各線、特に鹿児島市を起点（終点）とする鹿児島・揖宿線、鹿児島・

加世田線、鹿児島・中伊集院線、鹿児島・大口線、鹿児島・枕崎線、鹿児島・宮之城線、鹿児

島・蒲生線、石垣・鹿児島線など(94)を自家用貨物自動車を疾駆させて、特約養蚕組合産繭のほ
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か、蚕種、肥料、養蚕用具などを輸送していたのであろう。鉄道輸送に関しては、鹿児島工場

は、1927 年 10 月 19 日に「一駅一店制」により鹿児島合同運送会社西鹿児島支店と「貨物発着

賃金」の協定交渉し、決定する(95)。上記協定は、主な取扱貨物として西鹿児島駅到着品のうち、

空篭（貸切）、雑品（小口）、石炭（貸切）以外に、生繭（貸切）の「卸手数」料トン当り 55

銭、「配達賃」1 本 4 銭、生繭（小口）の「卸手数」料百斤に付 6 銭、「配達賃」百斤に付 7 銭

と定め、西鹿児島駅発送品のうち、空篭（貸切）、雑品（小口）、生糸（特小口）、乾繭（小口、

貸切）について定めている。1929 年 5 月 24 日に上記の運送会社と思われる、「西鹿児島合同運

送会社」の社員が来社し、「本年度貨物取扱賃金協定」の交渉を行い、その結果、前年通りと決

定している(96)。毎年薩摩製糸株式会社と鹿児島合同運送株式会社との間で西鹿児島駅発着貨物

の取扱賃金協定を結んでいたことが分かる。鹿児島工場は、遠距離圏内においては、国鉄鹿児

島本線（旧川内線）などを利用して産繭運送を行っていたことを推測させる。 

宮之城工場（所在地：鹿児島県薩摩郡宮之城町）の申請に基づき、1928 年 11 月 3 日開催の

片倉本社取締役会において、新シボレー貨物自動車 1台（代金 2,200 円）の買入と従来使用の

古自動車の売却（代金 600 円）を「事後承認」案件として審議している。既述のように、宮之

城工場は、1927 年に貨物自動車 1台を備付けており、この車輛を翌 28 年に買替えることになっ

たのであろう。薩摩製糸株式会社 4 工場の中で、本社工場の鹿児島工場に次ぐ工場規模を有す

る宮之城工場は、効率的な産繭等の輸送と後述するように特約取引の拡大に伴い貨物自動車輸

送の必要性が増大したことであろう。宮之城工場のその後の貨物自動車常備を直接確認するこ

とはできないが、間接的に明らかにすることが可能である。即ち宮之城工場は、1929 年 12 月 1

日に町内の屋地公園において「自家用荷物自動車」の「定期車体検査」を受け、「合格」する(97)。

翌 30 年 4 月 28 日と翌々31 年 4 月 23 日においても、宮之城工場は、屋地公園地において貨物

自動車の「定期検査」を受け、「無事終了」する(98)。この両年検査の際に、宮之城工場は、貨

物自動車と共にサイドカーの車体検査を受けていた。既述のように後者の利用は、特約養蚕組

合の視察等のためであろう。鹿児島県の「自動」自転車台数は、1923 年の 36 台から 4 年後の

1927 年には 9.5 倍の 341 台（有税、無税共）に激増しており、これを都市別にみると、27 年に

鹿児島市 107 台、薩摩郡 58 台、この両郡市で半数近くを占めており、島嶼部（熊毛郡、大島郡）

の各 1台を最少にその他諸郡においては 37 台～5台まで地域格差を伴いつつも、鹿児島県全域

に普及していた(99)。前述のように、宮之城工場所在の薩摩郡には 1927 年に貨物自動車が 10 台

存在し、その後運送会社保有の貨物自動車が増加していたことから、宮之城工場が運送会社に

貨物輸送を一部委ねていた可能性を残す。 

薩摩製糸㈱宮之城工場の特約取引繭量は、1927 年 3,200 貫（特約取引率 3.1％(100)）にすぎ

なかったが、同年「農産物ノ価額低廉トナリ…来春ノ桑園施肥ノ如キモ一般減少ノ傾向アルヲ
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憂慮ス、当所（－宮之城工場）トシテハ組合本位ニ確実性ヲ帯ビタル養蚕家ニ資金ノ貸付ヲナ

シ桑園ノ肥培管理ヲ徹底セシメ優良蚕繭生産ニ努力セントス」(101)との方針の下で、繭特約取

引を押し進め、1929 年 28,234 貫 390 匁（特約取引率 21.4％(102)）、1930 年 77,347 貫 80 匁（特

約取引率 66.7％(103)）に及ぶ。1927 年から僅か 3年で宮之城工場の主要な購繭方法が特約取引

へと転換している。さらに 1933 年には宮之城工場は、特約養蚕組合（組合収繭量 155,013 貫）

に蚕種（27,355 円）、肥料（57,704 円）、養蚕取次品（11,933 円）を配布・斡旋する(104)。宮之

城工場は、1930 年代央に特約取引繭総量の殆ど大部分を鹿児島県から調達し、僅少部分を宮崎

県から特約購繭していた(105)。宮之城工場の鹿児島県内の特約地盤は、地元の薩摩郡を中心に

出水郡等の諸郡であった。 

薩摩製糸㈱宮之城工場は、鹿児島県北西部、川内川中流域に位置し、数多くの県道が宮之城

を中心に放射状に延びる交通の要衝に所在する(106)。即ち宮之城工場は、県下幹線道路の旧街

道から離れているが、宮之城町を起点（終点）とする主要県道の宮之城・隈之城線、宮之城・

西方線、宮之城・大口線、宮之城・出水線、宮之城・大隅横川停車場線、宮之城・栗野停車場

線、鹿児島・宮之城線、中伊集院・宮之城線、蒲生・宮之城線など(107)を自家用貨物自動車が

疾走して、特約養蚕組合産繭や蚕種、肥料、養蚕用具などを運搬していよう。鉄道輸送に関し

ては、宮之城工場は、1927 年 2 月 6 日に宮之城合同運送株式会社（資本金 10 万円）の設立に

伴い、宮之城駅「貨物積卸賃金」協定を結ぶ(108)。この協定料率は、従来の○通運送店と同一で

あった。鉄道発着貨物の空篭、生糸、屑物、石炭など以外に、繭袋入（生繭、乾繭）の取扱手

数料は、「到着小口扱」の「卸配達賃」と「発送小口扱」の「引出積込賃」共各 6銭であった。

宮之城工場は、遠距離圏内では国鉄宮之城線などを利用して産繭運送を行っていたものと推定

しうる。なお、1929 年 12 月 24 日に、宮之城工場が宮之城合同運送株式会社と結んだ、一昨年

の上記協定運賃率のうち、「生糸引出積込料」（「発送小口扱」）15 銭は、「同店へ鉄道省割戻金

有ルニ付、抹消無料交渉成立実施」する(109)。翌 30 年 7 月 7日に、宮之城工場に宮之城合同運

送株式会社支配人・湯田邦岐氏が来所し、両者間で「運賃値下協定」し、「契約更改」する(110)。

1931 年 2 月 17 日に宮之城工場では、宮之城駅長と懇談の上、輸出生糸運賃割戻の件に付、宮

之城駅を追加指定を受けるため、町内の中村製糸場、七福製糸場と共に陳情書を門司局長宛に

提出する(111)。同年 4月 25 日に宮之城駅長より、上記生糸運賃割戻指定駅追認決定の「内報」

を得る。更に同年 10 月 12 日に至り、宮之城駅より生糸運賃割戻指定駅に認定され、同月 21

日より取扱う旨、「正式通知」を受ける。宮之城工場は、鉄道貨物取扱運送店との間で年毎に手

数料の協定を結び、情況に応じて値下げ交渉を働きかけたり、鉄道省の輸出生糸運賃割戻指定

駅実現のために、同業他社と共に鉄道局に陳情書を提出し、輸送コストの削減に努めていたの

である。 
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末吉工場（所在地：鹿児島県曽於郡末吉町）は、1929 年 2 月 21 日に 1928 年後期式シボレー

トラック 1台（代金 2,212 円 70 銭）を購入する。この貨物自動車購入日の約一ヶ月前、末吉工

場申請に基づき、同年 1 月 18 日開催の片倉本社取締役会において、シボレー1.5 トン積貨物自

動車 1台（価格 2,200 円）の購入について審議していた(112)。取締役会では、フォード 1.25 ト

ン積貨物自動車に修正可決していたが、実際の購入は、末吉工場の申請通りシボレー車であっ

た。この修正可決が誤りでないとすれば、片倉本社の事後承諾を得ていたのであろう。薩摩製

糸㈱諸工場の申請車種を片倉本社が修正する場合、比較的低額のシボレー車に統一されていた

ようである。設備釜数で本社工場の鹿児島工場の約 4分の 1にすぎない末吉工場が 1920 年代末

に貨物自動車を常備していたのは、後述のように既に同工場の購繭方法が特約取引に完全移行

していたことと無関係ではないであろう。上記貨物自動車の買替えは、3 年後のことである。

1932 年 2 月 18 日開催の片倉本社取締役会において、末吉工場申請のウィリス・シックス 1.5

トン積貨物自動車 1 台（価格 2,900 円）の購入について審議を行う。末吉工場が自家用貨物自

動車の「新調」を希望する理由は、現在使用中の貨物自動車が「昭和四年購入走行五五,〇〇〇

哩ヲ走破シ老朽ノ為メ修繕費ヲ要シ不経済ノ為メ」であった(113)。貨物自動車の買替え後は、

従来使用の貨物自動車に「消火ポンプ」を取付けて利用する方針であった。取締役会の結論は、

シボレー車（価格 2,300 円）に訂正認可である。前年の 1931 年 4 月 19 日に末吉工場は、自家

用貨物自動車の「定期車体検査」を志布志町において施行し、「無事合格」しており(114)、1929

年以降自家用貨物自動車を継続常備していたことを物語る。1931 年 5 月 13 日に末吉工場は、

鹿児島工場へ「調節原料繭」1 千斤を「自動車便」にて送付していた。薩摩製糸㈱諸工場間の

原料繭融通を自家用貨物自動車を使って迅速に輸送することができたのである。なお、末吉工

場は、同年 6月 12 日に「自動車料金値下ゲ」の件につき、「当地特約扱店」と交渉した結果、

「前年ヨリ約二割値下承諾ヲ得」て、「本年度料金ノ契約」を結んでいたことから、物資輸送を

自家用貨物自動車以外に運送会社に依存していたことが判明する。前述の如く、末吉工場所在

の曽於郡には1927年に貨物自動車が8台存在しており、その後増加していたことであろう。1932

年 3 月 8 日開催の片倉本社取締役会に末吉工場の自動車車庫（間口 2 間、奥行 3.5 間、建坪 7

坪、木造トタン葺）の新設（金額 800 円 80 銭）が上呈予定であった(115)。この車庫新設理由は、

「従来車庫ノ設備ナク其筋ヨリ注意アリ且不便の為メ」としていた。この案件は直前に次回持

越となるが、その後の取締役会における審議については不明である。 

薩摩製糸㈱末吉工場の特約取引繭量は、1927 年の 13,134 貫（特約取引率 20.8％(116)）から

1930 年度には 69,404 貫（特約取引率 100％(117)）を達成する。そして末吉工場は、1933 年に特

約養蚕組合（組合収繭量 105,951 貫）に養蚕資金（8,249 円）、蚕種（25,131 円）、肥料（51,291

円）、養蚕取次品（18,710 円）を配布・斡旋している(118)。宮崎県隣接の鹿児島県東端部に位置
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する末吉工場は、1930 年代央に特約取引繭総量の 4 分の 3 を鹿児島県から、4 分の 1 を宮崎県

からそれぞれ調達する(119)。末吉工場の特約地盤は、鹿児島県内では地元の曽於郡、宮崎県で

は曽於郡隣接の北諸県郡及び南那珂郡などであった。 

薩摩製糸㈱末吉工場は、県下幹線道路の旧街道から外れているとはいえ、末吉町を起点（終

点）とする主要県道の末吉・福山港線、志布志・都城線、岩川・都城線、岩川・飫肥線など(120)

を自家用貨物自動車を駆使して走行し、特約養蚕組合産繭や蚕種、肥料、養蚕用具などを運搬

していよう。鉄道輸送については、末吉工場は、1927 年に末吉運送店と「貨物取扱手数料」契

約を結び、末吉駅到着貨物のうち、雑貨・石炭などのほか、生繭・干繭共 1 本に付、荷卸手数

料・配達料共各 7 銭と協定し、末吉駅発送貨物としては生糸、繭籠、生皮苧、雑貨などであっ

た(121)。末吉工場は、遠距離圏内では、国鉄志布志線を使って原料繭の輸送を送っていた可能

性がある。なお、1931 年 6 月 6日に末吉工場は、前述の「自動車料金値下げ」同様に、運送店

料金値下げの件につき、「当地特約運送店主塩川増太郎氏」と交渉した結果、「昨年協定セルモ

ノヨリ約一割五分ノ値下ゲ」にて契約する(122)。年毎に末吉工場は、鉄道貨物取扱手数料を特

約運送店と協定し、1931 年には値下げ協定が実現していた。生糸の鉄道輸送に関して、末吉工

場は、1930 年 11 月 18 日に、同月 15 日より実施の「輸出生糸運賃割戻制取扱駅」の中に末吉

駅が無く、この取扱駅に末吉駅を編入すべく、末吉駅長経由の鉄道大臣宛請願書を提出してい

る(123)。翌 31 年 10 月 15 日に「輸出生糸運賃割戻指定駅」に末吉駅編入の発表があり、末吉駅

発送の「輸出生糸運賃割戻」（運賃 2割引）を果たすことになる(124)。 

鹿屋工場（所在地：鹿児島県肝属郡鹿屋町）の申請に基づき、1932 年 3 月 8日開催の片倉本

社取締役会において、薩摩製糸㈱鹿屋工場使用のウィリス・ホイペット 1.5 トン積貨物自動車

1台（価格 2,580 円）の購入に関して審議を行っている(125)。鹿屋工場の貨物自動車購入理由は、

「従来自動車ノ設備ナキ為メ」であった。この案件は、取締役会において否決される。鹿屋工

場使用の貨物自動車購入については、翌 4 月 18 日開催の片倉本社取締役会に再び上呈をみる。

今回の貨物自動車購入理由は、「営業者連年不況ニ殆ト廃業僅カニ鹿屋二台位ニテ賃金ヲ上ケ、

取扱不親切機敏ヲ欠キ生繭期運搬ニ見込ナキ為メ」であった。薩摩製糸株式会社が鹿屋工場常

備の貨物自動車購入を決断・申請した背景には、不況下に運送業者の廃業が増加したため、鹿

屋町に貨物自動車が僅か 2台程しかなく、これに伴い運送賃は上昇し、貨物取扱いの上で丁重

さ、迅速さを欠き、産繭期の運搬に支障が生ずることは確実である、という切迫した事情があっ

たのである。鹿屋工場は、1931 年度に運送費支払額 4,685 円 89 銭であったが、翌 32 年度の「予

想」運送費を 7,130 円と見積っており、自家用貨物自動車の購入によって生じる「収支計算見

積り利益額」を 1,190 円と算出していた。この案件は、取締役会において認可されるが、車種

については不分明である。前述のように、鹿児島県において島嶼部を除くと、1927 年に鹿屋工
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場所在の肝属郡には貨物自動車は、最低水準の 2 台存在するにすぎなかったが、その後景気変

動に伴い増減が生じていたことを窺わせる。 

薩摩製糸㈱鹿屋工場の特約取引繭量は、1927 年の 14,125 貫（特約取引率 25.0％(126)）から

1930 年度には 52,635 貫（特約取引率 75％(127)）に増大する。前述のように、鹿屋工場は、1933

年 2 月 11 日に曽於郡志布志町に移転・開業し、志布志工場と改称する。志布志工場は、薩摩製

糸㈱諸工場の中で最も早く、移転と共に御法川式多条繰糸機（20 条）160 台を設備する。 

志布志工場は、1933 年に特約養蚕組合（組合収繭量 75,178 貫）に養蚕資金（1,118 円）、蚕

種（22,202 円）、肥料（40,478 円）、養蚕取次品（31,971 円）を配布・斡旋している(128)。1930

年代央に志布志工場は、特約取引繭総量の全部を鹿児島県内より調達しており、同工場が鹿屋

工場の特約地盤を継承したとすれば、大隅半島東南部に位置し、県内の主要養蚕地帯である肝

属郡を中心に特約地盤としていたのであろう(129)。志布志駅を起点として都城を結ぶ国鉄志布

志線は、既に 1925 年 3 月に全線開通しており、1932 年 12 月に至り、国都線隼人・都城間全通

し、これにより九州を一周する幹線（国鉄日豊本線小倉～都城～鹿児島）が完成していた。志

布志湾の中央部に位置する志布志町は、海上及び陸上交通の要地であった。 

1926 年 12 月に鹿屋町所有の薩摩製糸㈱鹿屋工場敷地（2町 6反 5畝 7 歩）の売買契約が両者

間で一旦締結されるが、薩摩製糸株式「会社の都合上破談」となった経緯があった(130)。この

鹿屋町より借地の鹿屋工場敷地「年貢」は、「一畝ニ付一斗六升ノ割」で玄米 42 石 4 斗 3 升 7

合、毎年 11 月末日現在の時価相場又は玄米にて納金の契約であった(131)。1929 年度の工場敷地

借地料は、1,060 円 92 銭にのぼる。1929 年 5 月 20 日に水源地 2反 1畝 12 歩を 4,120 円にて買

入れた以外は、借地であったことから、志布志町への工場移転は、その限りでは制約条件とな

りえなかったといえよう。 

大隅半島の中西部、同半島随一の商業都市(132)に所在する薩摩製糸㈱鹿屋工場は、短・近距

離圏内では、県下幹線道路の旧街道、即ち大隅半島を縦断する志布志線（現・国道 220 号）や

佐多筋（現・国道 220 号、269 号）を襲承する県道＝鹿屋・志布志線（現・国道 220 号）、大根

占・伊座敷線（現・国道 269 号）などの各線のほか、鹿屋町を起点（終点）とする鹿屋・岩川

線、鹿屋・古江港線、鹿屋・波見港線、加治木・鹿屋線、姶良・鹿屋線、高山・高須線など(133)

を自家用貨物自動車を使って走駆し、特約養蚕組合産繭のほか、蚕種、肥料、養蚕用具などを

搬送していたことであろう。鉄道輸送に関しては、鹿屋工場は、従来海上保険の関係上、生糸・

屑物等については陸路で志布志駅又は都城駅より仕向地に発送していたが、1931 年 4 月 18 日

に片倉本社の配慮により海上運送保険の契約締結ができ、海路で鹿屋近辺の鹿児島湾内古江港

より鹿児島に送り、そこから仕向地に発送することになった(134)。1896 年の鹿児島汽船会社の

設立以来、鹿児島湾内の諸港を巡航する湾内航路が発達し、同時に古江港の築港工事が明治・
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大正期から昭和期にかけて断続的に行われていた。当時、大隅鉄道は古江～鹿屋～串良間であ

り、志布志より鹿屋方面に通じる古江線は、1938 年 10 月の開通（古江東・西両線全通）まで

待たねばならなかった。鹿屋工場からの鉄道輸送は利便性を欠き、志布志への移転を促す要因

の 1つにもなったのであろう。 

なお、予て鹿屋工場より輸出生糸運賃割戻指定駅に志布志線志布志駅の編入を申請していた

が、志布志駅より 1931 年 10 月 23 日に指定駅編入の通知を受け、同月 31 日より実施すること

になった(135)。鹿屋工場では生糸輸送は、輸送運賃によっては海上輸送若しくは鉄道輸送の何

れか有利な方法を選択することが可能になろう。 

1927 年に鹿屋工場の特約運送店（及び貨物取扱手数料）は、鹿児島工場と同一の西鹿児島駅

発着貨物を取扱う鹿児島合同運送株式会社（及び協定運賃）であった(136)ことから、鹿屋工場

の発着貨物は、当時鹿児島工場を直接経由していたことが考えられる。 

鹿屋工場が 1933 年 2 月に志布志町に移転・開業後、志布志工場は、鹿屋工場操業時同様、県

下幹線道路の旧街道、即ち志布志筋（現・国道 220 号）を継承する県道＝鹿屋・志布志線のほ

か、志布志町を起点（終点）とする県道＝志布志・都城線、志布志・飫肥線、志布志・高山線、

岩川・志布志線、坂下・志布志線、西谷・志布志線、財部・志布志線、垂水・志布志線など(137)

を使って、自家用貨物自動車による産繭を初めとする物資輸送を行っていたことであろう。 

 

３．おわりに 

 

鉄道は、長距離・大量輸送に適してはいるが、その反面、特定地域間の定期輸送であるため、

機動性を欠くという限界を有する。一方、トラック輸送は、機動性を活して、短・近距離交通

網を柔軟に形成し得る、という長所を持つ。片倉製糸は、繭特約取引の拡大と共に短・近距離

輸送機関として従来の伝統的輸送機関（荷車、牛車、荷馬車など）の利用から輸送力、機動力

に富むトラック輸送、特に自家用貨物自動車（1.5 トン積のシボレー車、フォード車）輸送に

転換し、同補助機関としてトラック運送業者を輸送体系に組み込んでいた。但し、薩摩製糸㈱

鹿屋工場や大分製糸所の如く、経済不況下に運送業者の廃業に伴う貨物自動車の利用減少、逆

に景気好転による貨物自動車の供給不足などから輸送力の低下や運賃上昇を引き起した場合、

自家用貨物自動車の増備を求める事態が生じている。片倉製糸は、西日本及び中国・四国地方

同様に九州地方においても、自家用貨物自動車を主軸にトラックにて特約養蚕組合の産繭や蚕

種、肥料、桑苗、桑葉、養蚕用具などを迅速且つ効率的に輸送しようと図った。機動性豊かな

貨物自動車、特に自家用貨物自動車を活用して、農山村に広く入り込み、特約地盤の拡充と集

中化に寄与したことであろう。特約地盤の強化は、片倉＝製糸独占資本の強固な存立基盤を形
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成することになろう。 

また片倉製糸は、鉄道の特性を活かして、生糸、肥料、生皮苧、空籠、雑品、石炭等の長距

離・大量輸送に利用していた。鉄道利用に際し、片倉製糸諸工場、即ち薩摩製糸㈱宮之城工場・

末吉工場・鹿屋工場、長崎製糸㈱島原工場などでは、最寄駅が生糸運賃割戻指定駅でない場合、

認定を受けるために単独で又は同業他者と協力して当局と交渉にあたり、輸送コストの削減に

努めるのであった。 

九州地方所在の片倉製糸諸工場の中には、島嶼からの産繭等の運搬に海上輸送の便を使うと

ころもあった。即ち、五島列島（南松浦郡）を購繭地盤とする長崎製糸株式会社や天草諸島（天

草郡）を特約地盤とする熊本尾沢製糸所などでは、海運力を利用している。 

以上のように、片倉製糸は、高級糸市場独占期に近代的陸上二大輸送手段、即ち貨物自動車

を短・近距離輸送機関として、鉄道を長距離・大量輸送機関として各利用する一方、船舶を海

上輸送機関として一部使用するという重層的な輸送構造を構築していたことが判明する。 
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(30) 「自四年一月一日至十二月三十一日 昭和四年度重要事項記録 宇佐製糸所」（『昭和四年度 重要記録 

片倉製糸紡績会社』）。以下同。 
(31) 「養蚕組合・同組合外購繭成績比較」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績

株式会社庶務課』）。 
(32) 農林省蚕糸局編『第十二次全国製糸工場調査（昭和五年度）』242～243 頁。宇佐製糸所の繭量がやや少

いのは、数値の誤りか、又は宇佐製糸所側に何らかの事情が生じていたのであろう。 
(33) 「昭和八年度養蚕組合貸付金一覧表」（『昭和八年二月所長会議書類 昭和八年十一月事務主任会議書

類』）。 
(34) 前掲拙稿「片倉製糸の西日本における繭特約取引の展開」93～94 頁。以下同。 
(35) 『昭和四年 大分県統計書』第壹編、141 頁参照。『昭和七年 大分県統計書』第壹編、109～113 頁参

照。 
(36) 「特約運送店貨物取扱手数料比較表」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績

株式会社庶務課』）。以下同。 
(37) 前掲拙稿「片倉製糸の東日本における貨物自動車輸送」147～148、151 頁。 
(38) 「養蚕組合・同組合外購繭成績比較」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績

株式会社庶務課』）。夏秋蚕繭については、不明である。 
(39) 農林省蚕糸局編『第十二次全国製糸工場調査（昭和五年度）』232～233 頁。 
(40) 前掲『片倉製糸紡績株式会社二十年誌』、259～267 頁。 
(41) 「昭和八年度養蚕組合貸付金一覧表」（『昭和八年二月所長会議書類 昭和八年十一月事務主任会議書

類』）。 
(42) 前掲拙稿「片倉製糸の西日本における繭特約取引の展開」95～97 頁。以下同。 
(43) 『昭和二年 佐賀県統計書』第一編、53 頁。『昭和十一年 佐賀県統計書』第一編、83 頁。以下同。 
(44) 『昭和二年 佐賀県統計書』第一編、42～45 頁参照。『昭和参年 福岡県統計書』第壹編、186～195

頁参照。『昭和十一年 佐賀県統計書』第一編、68～73 頁参照。『昭和九年 福岡県統計書』第壹編、

362～383 頁参照。 
(45) 「特約運送店貨物取扱手数料比較表」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績

株式会社庶務課』）。以下同。 
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(46) 「自昭和二年一月一日至昭和二年十二月三十一日 昭和二年度重要事項記録 片倉製糸紡績株式会社小

城郡是製糸所」（『昭和二年度 重要事項記録 片倉製糸紡績会社庶務課』）。他の消火器具としては、小

城郡是製糸所は、1927 年 10 月 18 日に「ピストル消火器」6 組（代金 66 円）を購入していた。 
(47) 「自昭和六年一月一日至昭和六年十二月三十一日 昭和六年度重要事項記録 小城郡是製糸所」（『昭和

六年度 重要事項記録 片倉製糸紡績会社』）。以下同。 
(48) 前掲『片倉製糸紡績株式会社二十年誌』「年表」22 頁。 
(49) 「養蚕組合・同組合外購繭成績比較」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績

株式会社庶務課』）。 
(50) 農林省蚕糸局編『第十二次全国製糸工場調査（昭和五年度）』232～233 頁。 
(51) 「昭和八年度養蚕組合貸付金一覧表」（『昭和八年二月所長会議書類 昭和八年十一月事務主任会議書

類』）。 
(52) 前掲拙稿「片倉製糸の西日本における繭特約取引の展開」97～98 頁。以下同。 
(53) 「自昭和六年一月一日至昭和六年十二月三十一日 昭和六年度重要事項記録 小城郡是製糸所」（『昭和

六年度 重要事項記録 片倉製糸紡績株式会社庶務課』）。 
(54) 『昭和二年 佐賀県統計書』第一篇、42～45 頁参照。 
(55) 「自昭和二年一月一日至昭和二年十二月三十一日 昭和二年度重要事項記録 片倉製糸紡績株式会社小

城郡是製糸所」（『昭和二年度 重要事項記録 片倉製糸紡績株式会社庶務課』）。 
(56) 「特約運送店貨物取扱手数料比較表」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績

株式会社庶務課』）。 
(57) 「自昭和六年一月一日至昭和六年十二月三十一日 昭和六年度重要事項記録 小城郡是製糸所」（『昭和

六年度 重要事項記録 片倉製糸紡績会社』）。 
(58) 「自昭和二年一月一日至昭和二年十二月三十一日 昭和二年度重要事項記録 片倉製糸紡績株式会社熊

本尾沢製糸所」（『昭和二年度 重要事項記録 片倉製糸紡績会社庶務課』）。 
(59) 『昭和二年 熊本県第四十七回統計書』第四編、161 頁。『昭和八年 熊本県第五十三回統計書』第五

編、169 頁。以下同。 
(60) 『角川日本地名大辞典 熊本県』角川書店、1987 年、1,169 頁。 
(61) 「養蚕組合・同組合外購繭成績比較」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績

株式会社庶務課』）。 
(62) 農林省蚕糸局編『第十二次全国製糸工場調査（昭和五年度）』238～239 頁。 
(63) 「昭和八年度養蚕組合貸付金一覧表」（『昭和八年二月所長会議書類 昭和八年十一月事務主任会議書

類』）。 
(64) 前掲拙稿「片倉製糸の西日本における繭特約取引の展開」98～100 頁。以下同。 
(65) 「自昭和二年一月一日至昭和二年十二月三十一日 昭和二年度重要事項記録 片倉製糸紡績株式会社熊

本尾沢製糸所」（『昭和二年度 重要事項記録 片倉製糸紡績会社庶務課』）。1927 年に熊本尾沢製糸所

は、熊本合同運送会社と熊本駅「貨物取扱手数料」契約を結んでいることから、「一駅一店制」による

運送店合同以前の「貨物積卸賃」協定なのであろう（「特約運送店貨物取扱手数料比較表」（『自大正十

三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績株式会社庶務課』）。 
(66) 熊本県の統計資料において、1927 年に本渡港より仕向港＝三角港への貨物「輸出」の中で繭 45,166 斤

（54,199 円）の存在が確認できる（『昭和二年 熊本県第四十七回統計書』第四編、184 頁）。 
(67) 前掲『片倉製糸紡績株式会社二十年誌』177～178 頁。以下同。 
(68) 『昭和二年 長崎県統計書』第三編（産業）、356～357 頁。以下同。その後、長崎県の貨物自動車台数

は、1930 年（年末現在、以下同）178 台、33 年 231 台、36 年 272 台へと増加する（『昭和十一年 長崎

県統計書』第一編、86 頁）。以下同。 
(69) 「養蚕組合・同組合外購繭成績比較」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績

株式会社庶務課』）。 
(70) 農林省蚕糸局編『第十二次全国製糸工場調査（昭和五年度）』234～235 頁。 
(71) 「昭和八年度養蚕組合貸付金一覧表」（『昭和八年二月所長会議書類 昭和八年十一月事務主任会議書

類』）。 
(72) 前掲拙稿「片倉製糸の西日本における繭特約取引の展開」100～101 頁。以下同。 
(73) 「昭和六年度重要記録 諫早製糸所」（『昭和六年度 重要事項記録 片倉製糸紡績会社』）。 
(74) 『角川日本地名大辞典 長崎県』角川書店、1987 年、1,049 頁。 
(75) 『昭和三年 長崎県統計書』第一編、73～74 頁参照。 
(76) 「自昭和二年一月一日至同年十二月三十一日 昭和二年度重要記録 長崎製糸株式会社諫早製糸所」
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（『昭和二年度 重要事項記録 片倉製糸紡績会社庶務課』）。 

(77) 「特約運送店貨物取扱手数料比較表」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績

株式会社庶務課』）。以下同。 
(78) 「養蚕組合・同組合外購繭成績比較」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績

株式会社庶務課』）。 
(79) 農林省蚕糸局編『第十二次全国製糸工場調査（昭和五年度）』234～235 頁。 
(80) 「昭和八年度養蚕組合貸付金一覧表」（『昭和八年二月所長会議書類 昭和八年十一月事務主任会議書

類』）。 
(81) 前掲拙稿「片倉製糸の西日本における繭特約取引の展開」100～101 頁。 
(82) 『昭和三年 長崎県統計書』第一編、73～74 頁参照。 
(83) 「特約運送店貨物取扱手数料比較表」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績

株式会社庶務課』）。 
(84) 「昭和五年一月一日～十二月三十一日 重要事項記録 島原製糸所」（『昭和五年度 重要事項記録 片

倉製糸紡績会社庶務課』）。 
(85) 「昭和六年度 重要事項録 長崎製糸島原工場」（『昭和六年度 重要事項記録 片倉製糸紡績会社』）。 
(86) 「自一月一日至十二月三十一日 昭和四年度重要記録 鳥栖製糸所」（『昭和四年度 重要記録 片倉製

糸紡績会社』）。以下同。 
(87) 前掲『片倉製糸紡績株式会社二十年誌』180～184 頁、「年表」7 頁。以下同。 
(88) 「昭和四年度 重要事項記録 薩摩本社及鹿児島工場」（『昭和四年度 重要記録 片倉製糸紡績会社』）。

以下同。 
(89) 『昭和二年 鹿児島県統計書』第壹編、72～73 頁・第 61 表。以下同。その後、鹿児島県の貨物自動車

台数は、1933 年（3月末現在、以下同）306 台（有税のみ、以下同）、37 年 384 台に増大する（『昭和十

一年 鹿児島県統計書』第一編、74～75 頁）。以下同。 
(90) 「養蚕組合・同組合外購繭成績比較」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績

株式会社庶務課』）。夏秋蚕繭については、不明である。 
(91) 農林省蚕糸局編『第十二次全国製糸工場調査（昭和五年度）』248～249 頁。 
(92) 「昭和八年度養蚕組合貸付金一覧表」（『昭和八年二月所長会議書類 昭和八年十一月事務主任会議書

類』）。 
(93) 前掲拙稿「片倉製糸の西日本における繭特約取引の展開」101～103 頁。以下同。 
(94) 『昭和二年 鹿児島県統計書』第壹編、47～48 頁参照。 
(95) 「自昭和貳年一月一日至昭和貳年十二月三十一日 昭和貳年度重要事項記録 薩摩製糸株式会社本社鹿

児島製糸所」（『昭和二年度 重要事項記録 片倉製糸紡績会社庶務課』）。「特約運送店貨物取扱手数料

比較表」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡績株式会社庶務課』）。 
(96) 「昭和四年度 重要事項記録 薩摩本社及鹿児島工場」（『昭和四年度 重要記録 片倉製糸紡績会社』）。 
(97) 「昭和四年度 重要事項記録 薩摩製糸株式会社宮之城製糸所」（『昭和四年度 重要記録 片倉製糸紡

績会社』）。 
(98) 「昭和五年度 重要事項記録 薩摩製糸株式会社宮ノ城製糸所」（『昭和五年度 重要事項記録 片倉製

糸紡績会社庶務課』）。「昭和六年度 重要事項記録 薩摩製糸株式会社宮之城製糸所」（『昭和六年度 重

要事項記録 片倉製糸紡績会社』）。 
(99) 『昭和二年 鹿児島県統計書』第壹編、72～73 頁。 
(100) 「養蚕組合・同組合外購繭成績比較」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡

績株式会社庶務課』）。前掲拙稿「片倉製糸の西日本における繭特約取引の展開」103 頁の同工場特約取

引率（1927 年）の誤記を訂正している。 
(101) 「昭和二年度 重要事項記録 薩摩製糸株式会社宮之城製糸所」（『昭和二年度 重要事項記録 片倉

製糸紡績会社庶務課』）。 
(102) 「昭和四年度 重要事項記録 薩摩製糸株式会社宮之城製糸所」（『昭和四年度 重要記録 片倉製糸

紡績会社』）。 
(103) 「昭和五年度 重要事項記録 薩摩製糸株式会社宮ノ城製糸所」（『昭和五年度 重要事項記録 片倉

製糸紡績会社庶務課』）。農林省蚕糸局編『第十二次全国製糸工場調査（昭和五年度）』248～249 頁では、

宮之城工場の特約取引は、57,000 貫（特約取引率 60％）である。 
(104) 「昭和八年度養蚕組合貸付金一覧表」（『昭和八年二月所長会議書類 昭和八年十一月事務主任会議書

類』）。 
(105) 前掲拙稿「片倉製糸の西日本における繭特約取引の展開」102～103 頁。 
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(106) 『角川日本地名大辞典 鹿児島県』角川書店、1983 年、612、1,013 頁。 
(107) 『昭和二年 鹿児島県統計書』第壹編、55～59 頁参照。 
(108) 「昭和二年度 重要事項記録 薩摩製糸株式会社宮之城製糸所」（『昭和二年度 重要事項記録 片倉

製糸紡績会社庶務課』）。「特約運送店貨物取扱手数料比較表」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関

係雑書類 片倉製糸紡績株式会社庶務課』）。以下同。 
(109) 「昭和四年度 重要事項記録 薩摩製糸株式会社宮之城製糸所」（『昭和四年度 重要記録 片倉製糸

紡績会社』）。 
(110) 「昭和五年度 重要事項記録 薩摩製糸株式会社宮ノ城製糸所」（『昭和五年度 重要事項記録 片倉

製糸紡績会社庶務課』）。 
(111) 「昭和六年度 重要事項記録 薩摩製糸株式会社宮之城製糸所」（『昭和六年度 重要事項記録 片倉

製糸紡績会社』）。以下同。 
(112) 『昭和四年度 取締役会議案綴 庶務課』。以下同。 
(113) 『昭和七年度 取締役会議案 片倉製糸紡績株式会社』。以下同。 
(114) 「自昭和六年一月一日至昭和六年十二月末日 昭和六年度重要記録 末吉製糸所」（『昭和六年度 重

要事項記録 片倉製糸紡績会社』）。以下同。 
(115) 『昭和七年度 取締役会議案 片倉製糸紡績会社』。以下同。 
(116) 「養蚕組合・同組合外購繭成績比較」（『自大正十三年至昭和三年 所長会議関係雑書類 片倉製糸紡

績株式会社庶務課』）。 
(117) 農林省蚕糸局編『第十二次全国製糸工場調査（昭和五年度）』248～249 頁。 
(118) 「昭和八年度養蚕組合貸付金一覧表」（『昭和八年二月所長会議書類 昭和八年十一月事務主任会議書

類』）。 
(119) 前掲拙稿「片倉製糸の西日本における繭特約取引の展開」102～104 頁。以下同。 
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〈編集後記〉 

月報 3 月号をお届けします。今月号は、先月号に引き続き、高梨所員による片倉製糸の貨物

自動車輸送に関する論稿です。本稿は九州地方を対象としていますが、先月号で扱った中国・

四国地方と比較して、九州地方の貨物自動車輸送の地域的特徴はどのような点にあったので

しょうか。社会経済構造上の地域間差異との関連についても知りたいところです。 

後期講義が終了してから、学年末試験、入学試験と業務が続き、気がつけば、新年度を迎え

る時期となりました。私自身は、講義・研究ともに改善したいと毎年のように考えているので

すが、なかなか思うように進みません。 

所員のみなさまにおかれましては、ぜひ意欲的な研究の成果をお寄せくださいますようお願

いいたします。 （Y.S） 

 

神奈川県川崎市多摩区東三田２丁目１番１号 電話 (044)911-1089 

専 修 大 学 社 会 科 学 研 究 所 

（発行者） 柴 田 弘 捷 

 製 作  佐藤印刷株式会社 

東京都渋谷区神宮前 2-10-2 電話 (03)3404-2561 
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